
○
国
債
の
発
行
等
に
関
す
る
省
令
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
財
務
大
臣
が
別
に
定
め
る
基
準
を
定
め
る
件

平
成
十
六
年
七
月
九
日

財
務
省
告
示
第
三
百
十
三
号

国
債
の
発
行
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
三
十
号
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
財
務
大
臣
が

別
に
定
め
る
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

国
債
の
発
行
等
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
発
行
省
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
財
務
大
臣
が
別
に
定
め
る

基
準
は
、
入
札
参
加
者
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

前
々
四
半
期
の
初
日
以
降
に
入
札
の
方
法
並
び
に
発
行
省
令
第
四
条
に
規
定
す
る
国
債
募
集
引
受
団
と
の
間
に
国
債
の

募
集
及
び
引
受
け
に
関
す
る
契
約
を
締
結
す
る
方
法
（
次
号
に
お
い
て
「
シ
団
引
受
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
発
行
さ
れ
た

す
べ
て
の
国
債
（
国
庫
短
期
証
券
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
財
務
大
臣
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
入
札
（
発
行
省
令
第
五
条
第
八
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
規
定
す
る
入
札
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
発
行
予
定

額
に
応
札
責
任
割
合(

次
の
算
式
に
よ
り
算
出
し
た
割
合(

一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
切
り
上
げ



る
。)

を
い
う
。)

を
乗
じ
た
額
以
上
に
相
当
す
る
額
の
応
募
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

応
札
責
任
割
合

（パ

ーセ
ン
ト

）
＝

１
０
０

ｎ

こ
の
場
合
に
お
い
て
、

ｎ
は
、
前
々
四
半
期
の
初
日
時
点
の
国
債
市
場
特
別
参
加
者
（
発
行
省
令
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
債
市
場
特
別
参

加
者
を
い
う
。
）
の
数

二

前
四
半
期
及
び
前
々
四
半
期
に
入
札
の
方
法
及
び
シ
団
引
受
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
す
べ
て
の
国
債
に
つ
い
て
、
次
に
掲

げ
る
区
分
ご
と
の
国
債
の
発
行
額
の
合
計
額
の
う
ち
、
当
該
区
分
ご
と
の
国
債
の
募
入
額
（
発
行
省
令
第
五
条
第
八
項
第

五
号
及
び
第
六
号
に
規
定
す
る
入
札
に
お
け
る
募
入
額
を
除
く
。
）
及
び
引
受
額
の
合
計
額
の
占
め
る
割
合
が
、
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
割
合
以
上
で
あ
る
こ
と
。

イ

利
付
国
庫
債
券
（
四
十
年
）
、
利
付
国
庫
債
券
（
三
十
年
）
、
利
付
国
庫
債
券
（
二
十
年
）
、
利
付
国
庫
債
券
（
変

動
・
十
五
年
）
及
び
ク
ラ
イ
メ
ー
ト
・
ト
ラ
ン
ジ
シ
ョ
ン
利
付
国
庫
債
券
（
二
十
年
）

一
パ
ー
セ
ン
ト

ロ

利
付
国
庫
債
券
（
十
年
）
、
利
付
国
庫
債
券
（
物
価
連
動
・
十
年
）
及
び
ク
ラ
イ
メ
ー
ト
・
ト
ラ
ン
ジ
シ
ョ
ン
利
付



国
庫
債
券
（
十
年
）

一
パ
ー
セ
ン
ト

ハ

利
付
国
庫
債
券
（
五
年
）
、
利
付
国
庫
債
券
（
二
年
）
、
ク
ラ
イ
メ
ー
ト
・
ト
ラ
ン
ジ
シ
ョ
ン
利
付
国
庫
債
券
（
五

年
）
及
び
ク
ラ
イ
メ
ー
ト
・
ト
ラ
ン
ジ
シ
ョ
ン
利
付
国
庫
債
券
（
二
年
）

一
パ
ー
セ
ン
ト

ニ

国
庫
短
期
証
券

〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

三

国
債
流
通
市
場
に
十
分
な
流
動
性
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

四

財
務
省
に
対
し
、
国
債
流
通
市
場
の
動
向
そ
の
他
の
財
務
省
の
国
債
管
理
政
策
の
策
定
及
び
遂
行
に
関
し
必
要
と
な
る

十
分
な
情
報
を
確
実
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

（
最
終
改
正

令
和
五
年
財
務
省
告
示
第
三
百
二
十
三
号
）


